
（３） ． ． 広報おうめ
The website of Ome City Government is also available in: English, Mandarin, Cantonese, Korean, Spanish and German.
La página web del Ayuntamiento de Ome está disponible también en: inglés, mandarín, chino cantones, coreano, español y ａlemán.

【English】
【Español】

青
おうめし

梅市ホームページは英語・スペイン語・中国語・韓国語・ドイツ語でも閲
えつらん

覧できます。

３１ ４ １

大型連休中の臨時窓口の開設等
開設窓口等 日時 問い合わせ等

日曜納付窓口 ４月２８日 （日）　
午前９時～午後４時 収納課

リサイクルセンター ４月２８日 （日）、 ５月１日 （祝）・５日 （祝）
午前９時～午後４時

粗大ごみの持ち込み受付、 リサイクルショップ
リサイクルセンター☎３１－０５４０

市役所１階窓口 ５月１日 （祝）
午前８時３０分～午後５時

市民課、 保険年金課、 介護保険課、 高齢者支援課、 障がい者福祉課、 子育て推進課、
会計課、 収納課、 市民税課、 資産税課、 生活福祉課
※取り扱い業務については、 市ホームページをご覧ください。

市民センターでの
各種証明書の発行 ・

出張所業務

５月１日 （祝）
午前８時３０分～午後５時 市民活動推進課

粗大ごみ戸別収集の
申し込み電話受付

５月１日 （祝）
午前８時３０分～午後５時 粗大ごみ専用受付電話☎２３－５８０５

青梅市立総合病院通常診療 ５月２日 （休）、 ６日 （振休） 総合病院管理課☎２２－３１９１
※市内の医療機関の開院状況および休日診療 ・休日歯科診療等については、 広報おうめ４月１５日号および市ホームページに掲載します。

大型連休中の臨時窓口の開設等

◇土・日曜日、祝日に開設している施設

　通常どおり開設・実施します。

　開�設施設一覧　各市民センター（体育館・図書館・子育てひろばを含む。５

月１日を除き、休日業務のため各種証明書の発行等はできません）
△

福

祉センター

△

沢井・小曾木保健福祉センター

△

障がい者サポートセンター

△

子育て支援センター

△

御岳交流センター

△

住友金属鉱山アリーナ青梅

（総合体育館）

△

市民球技場

△

わかぐさ公園野球場

△

ちがむら球技場

△

友

田レクリエーション広場

△

青梅スタジアム

△

東原公園球技場

△

永山公園

総合運動場（テニスコート・体育館・弓道場を含む）

△

中央図書館

△

釜

の淵市民館

△

御岳山ふれあいセンター

△

永山ふれあいセンター

△

郷土博

物館（旧宮崎家・旧吉野家・旧稲葉家住宅を含む）

△

市立美術館

△

交通

公園

△

日向和田臨川庭園

△

市民斎場
△

火葬場（４月２８日、５月４日を

除く）

※�証明書コンビニ交付サービスは、戸籍証明書以外の証明書の発行ができます。

◇ごみ収集業務

　ごみ収集カレンダーどおり実施します。

◇児童虐待の相談　

　児童相談所全国共通ダイヤル☎１８９

　※子どもの生命や安全のため、一刻を争う場合は１１０番通報してください。

　問い合わせ　子ども家庭支援課

◇水道修理

　都水道局多摩お客さまセンター☎０４２－５４８－５１１０（終日受付可）

　問い合わせ　都水道局青梅サービスステーション☎２０－５３１２

◇近隣の公立医療機関の開院

　○公立福生病院

　　日程　５月１日（祝）、２日（休）

　　問い合わせ　公立福生病院医事課☎０４２－５５１－１１１１

　○公立阿伎留医療センター

　　日程　４月３０日（休）、５月３日（祝）

　　問い合わせ　公立阿伎留医療センター総務課☎０４２－５５８－０３２１

　○奥多摩病院

　　日程　４月２９日（祝）、５月３日（祝）

　　問い合わせ　奥多摩病院☎８３－２１４５

ご
み
排
出
時
に
は
カ
ラ
ス
対
策
を
！

　
市
内
で
は
、カ
ラ
ス
に
よ
り
、

ご
み
袋
（
特
に
生
ご
み
の
入
っ

た
燃
や
す
ご
み
袋
）
が
荒
ら
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
カ
ラ
ス
は
目
が
よ
く
、
視
覚

に
よ
り
エ
サ
を
判
別
す
る
と
言

わ
れ
て
い
る
た
め
、
ご
み
排
出

時
に
は
次
の
よ
う
な
対
策
が
有

効
で
す
。

　
ご
み
袋
を
荒
ら
さ
れ
な
い
よ

粗
大
ご
み
運
び
出
し
サ
ー
ビ
ス

　
次
の
世
帯
を
対
象
に
、
粗
大

ご
み
を
屋
外
の
収
集
可
能
場
所

へ
運
び
出
す
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
、
屋
内
か
ら
粗
大
ご
み
を

運
び
出
す
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

対�
象
世
帯
　
中
学
生
以
下
の
子

ど
も
を
除
く
、
世
帯
員
全
員

が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
世
帯

▽
65
歳
以
上
の
方

▽�

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち

の
方

▽�

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

方
▽
妊
婦
の
方

利�

用
回
数
　
１
回
10
品
以
下
で

年
度
２
回
ま
で

費
用
無
料

※�

粗
大
ご
み
の
処
理
手
数
料
は

通
常
通
り
か
か
り
ま
す
。

注�

意
点
　
運
び
出
し
を
行
う
前

に
事
前
確
認
の
た
め
、
自
宅

を
訪
問
し
ま
す
▽
事
前
確
認

　
次
に
該
当
す
る
世
帯
の
方

は
、
廃
棄
物
処
理
手
数
料
が

減
免
さ
れ
、
ご
み
袋
を
年
度

１
回
、
一
定
数
無
料
で
交
付

し
ま
す
。

世
帯
全
員
が
65
歳
以
上
で

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ

交�

付
条
件
⋮
世
帯
全
員
が
65
歳

以
上
で
世
帯
全
員
が
平
成

30
年
度
の
市
民
税
が
非
課

税
の
世
帯

過
去
に
申
請
し
た
世
帯
⋮
過

去
に
１
度
申
請
し
た
世
帯

は
、
改
め
て
申
請
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
31
年
度

分
︿
４
月
～
32
（
２
０
２
０
）

年
３
月
・
10
組
﹀
の
ご
み
袋

引
換
券
を
送
付
し
ま
す
。

※
過
去
に
申
請
し
て
い
て
も
、

交
付
条
件
を
満
た
し
て
い

な
い
場
合
は
該
当
し
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ご

み

袋

の

減

免

過
去
に
１
度
も
申
請
し
て
い
な

い
世
帯
⋮
申
請
が
必
要
と

な
る
た
め
、
印
鑑
を
お
持
ち

の
う
え
、
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル

課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
32
（
２
０
２
０
）
年
３
月
31

日
ま
で
に
65
歳
に
な
る
方

も
対
象
で
す
。

※
30
年
１
月
２
日
以
降
に
市
内

に
転
入
し
た
方
は
、
申
請

時
、
印
鑑
の
ほ
か
に
、
現
世

帯
全
員
の
30
年
度
の
住
民

税
非
課
税
証
明
書
（
写
し
も

可
、
30
年
１
月
１
日
現
在
の

住
所
地
で
取
得
し
て
く
だ

さ
い
）
が
必
要
で
す
。

�

障
害
者
世
帯
で
、
次
の
①
～

③
に
該
当
す
る
方
が
い
る
、

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ

①�

１
級
ま
た
は
２
級
の
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方

②�

１
度
ま
た
は
２
度
の
愛
の
手

帳
ま
た
は
同
程
度
の
療
育
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

③�

１
級
の
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

30�

年
４
月
１
日
以
降
に
申
請

し
た
方
⋮
改
め
て
申
請
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

31
年
度
分
︿
４
月
～

32

（
２
０
２
０
）
年
３
月
・
10

組
﹀
の
ご
み
袋
ま
た
は
ご
み

袋
引
換
券
を
送
付
し
ま
す
。

30�

年
４
月
１
以
降
に
申
請
し
て

い
な
い
方
・
初
め
て
申
請
す

る
方
⋮
各
種
手
帳
、
印
鑑
を

お
持
ち
の
う
え
、
清
掃
リ
サ

イ
ク
ル
課
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。

※
30
年
１
月
２
日
以
降
に
市
内

に
転
入
し
た
方
は
、
申
請

時
、
印
鑑
の
ほ
か
に
、
現
世

帯
全
員
の
30
年
度
の
住
民

税
非
課
税
証
明
書
（
写
し
も

可
、
30
年
１
月
１
日
現
在
の

住
所
地
で
取
得
し
て
く
だ

さ
い
）
が
必
要
で
す
。

�

生

活

保

護
、

児

童

扶

養

手

当
、

特

別

児

童

扶

養

手
当
受
給
世
帯
の
方
へ

　
31
年
度
分
︿
４
月
～
32

（
２
０
２
０
）
年
３
月
﹀
の
ご

み
袋
引
換
券
を
お
渡
し
し
ま

す
。

　
各
種
受
給
証
明
書
、
印
鑑
を

お
持
ち
の
う
え
、
清
掃
リ
サ
イ

ク
ル
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

い
ず
れ
も

　
ご
み
袋
無
料
交
付
の
重
複
受

給
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
４
月

は
、
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
の
で

時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し

く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
・
受
付
場
所
　
清

掃
リ
サ
イ
ク
ル
課
清
掃
係

（
市
役
所
５
階
）

お
よ
び
運
び
出
し
の
際
は
、

必
ず
立
ち
会
い
が
必
要
で
す

▽
出
入
り
口
か
ら
出
せ
な
い

物
、
取
外
し
工
事
や
解
体
作

業
等
が
必
要
な
も
の
、
市
が

収
集
処
理
で
き
な
い
も
の
は

対
象
外
で
す
▽
申
し
込
み
か

ら
運
び
出
し
実
施
ま
で
に
時

間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
▽
運

び
出
し
た
品
物
は
、
別
の
日

に
通
常
の
粗
大
ご
み
と
同
様

に
収
集
を
行
い
ま
す
▽
粗
大

ご
み
を
運
び
出
せ
る
よ
う
、

通
路
の
確
保
等
の
準
備
を
お

願
い
し
ま
す
。

申�

し
込
み
　
粗
大
ご
み
戸
別
収

集
の
申
し
込
み
（
粗
大
ご
み

専
用
受
付
電
話
☎
23
・
５
８

０
５
）
の
際
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
収
集
指
導
係

う
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼�

ふ
た
付
き
容
器
や
お
も
り
付

き
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
。

▼�

生
ご
み
は
外
か
ら
見
え
な
い

よ
う
袋
の
中
心
に
入
れ
た

り
、
新
聞
紙
等
で
包
む
。

▼�

ご
み
の
排
出
日
を
守
る
。

▼�

塀
な
ど
に
ご
み
袋
を
引
っ
か

け
、
地
面
に
置
か
な
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
清
掃
係

青
梅
市
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
協
力
店
募
集

暮らし・住まい・環境

　４月２７日（土）～５月６日（振休）の大型連休中に開設する窓口や施設等についてお知らせします。


